
第４部 制度政策に関する資料編 

4-13 

第３節 介護予防に資する取り組みを支援する国の動き 

高齢者のうち要支援者・要介護者に対しては、全国各地でインフォーマルなサービスである福

祉有償運送や道路運送法上の許可・登録不要の運送といった形で実施されてきたが、そうした取

り組みへの財政的な支援を実施している自治体は少ない。交通サービスとも介護サービスとも言

い切れない取り組みに対して、全国どこでも実施でき、継続して実施できる支援策は、現状では、

介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」）が、数少ない施策と考えられる。 

総合事業を活用している移動支援（訪問型サービス D等）を導入している市町村（実績がある

市町村）は、2020（令和 2）年 3月末現在、全国で 70ほどにとどまっており、以下の改正（下

線）を受けて、実施市町村が拡大するとともに、自治体・実施主体・利用者のいずれにも意味の

ある支援がなされることが期待される。 

 

■地域支援事業実施要綱の改正（2020 年 5 月 29 日付） 

（１）ボランティア奨励金（謝礼金）が補助対象経費に 

地域支援事業実施要綱の改正により、運転ボランティアを含むボランティアに対する奨励金（謝

礼金）を補助の対象とすることが可能になった。今後、訪問型サービス B・Dの補助金について、

ボランティア活動に対する奨励金（謝礼金）を補助対象経費として追加する市町村が増えるもの

と考えられる。 

●2020（令和 2）年 5月 29日付老発 0529第 1号 厚生労働省老健局長通知より 

地域支援事業実施要綱「別記１ 総合事業」（１）ア（エ）②（ｄ）について 

＜改正前＞ 補助（助成）の方法で事業を実施する場合について、当該補助（助成）の対象経費や額等

については、立ち上げ支援や活動場所の借り上げの費用、間接経費（光熱水費、サービスの利用調整等

を行う人件費等）等、様々な経費について、市町村がその裁量により対象とすることを可能とするが、

ボランティアがサービス提供する場合には、その人件費等は補助の対象とすることはできない。また、

施設整備の費用（軽微な改修は除く。）、直接要支援者等に対する支援等と関係ない従業員の募集・雇用

に要する費用、広告・宣伝に要する費用等も対象とすることはできない。運営費の一部を補助するもの

であるが、例えば補助率を設定せずに年定額での補助を行うことも可能である。 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

＜改正後＞ 補助（助成）の方法で事業を実施する場合について、当該補助（助成）の対象経費や額等

については、立ち上げ支援や活動場所の借り上げの費用、間接経費（光熱水費、サービスの利用調整等

を行う人件費等）等、様々な経費について、市町村がその裁量により対象とすることを可能とするほ

か、住民主体の多様なサービスの展開のため、ボランティア活動に対する奨励金（謝礼金）を補助の対

象とすることも可能である。ただし、施設整備の費用（軽微な回収は除く。）、直接要支援者等に対する

支援等と関係ない費用（従業員の募集・雇用に要する費用、広告・宣伝に要する費用等）は対象とする

ことはできない。運営費の一部を補助するものであるが、例えば補助率を設定せずに年定額での補助

を行うことも可能である。 
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（２）就労的活動支援コーディネーター(就労的活動支援員)の配置 

 高齢者の多様な社会参加を促進するため、就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就

労的活動の取り組みを実施したい事業者等とをマッチングする「就労的活動支援コーディネータ

ー」を、市町村が配置できることになった（新設）。生活支援体制整備事業の中で配置（予算措置）

され、生活支援コーディネーターと連携しながら活動することとされている。 

就労的活動は、「役割がある形での社会参加」と表現されており、雇用労働と、有償・無償の支

え合い活動の中間的な社会参加の仕方を指している。資格を生かした講師、農作業、配達や販売

などのほか、有償運送の運転者などもこの一つと考えられる。 

●2020（令和 2）年 5月 29日付老発 0529第 1号 厚生労働省老健局長通知より 

地域支援事業実施要綱「別記３ 包括的支援事業（社会保障充実分）」２ (３)  

＜新設＞ 

ウ 就労的活動支援コーディネーター（就労的活動支援員）の配置 

役割がある形での高齢者の社会参加等を促進するため、「就労的活動支援コーディネーター（就労的

活動支援員）」を配置することができる。 

(ア) 活動内容 

就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等とをマッチ

ングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートすることにより、役割がある形での

高齢者の社会参加等を促進する。 

(イ) 配置 

配置先や市町村ごとの配置人数等は限定せず、地域の実情に応じた多様な配置を可能とする。 

(ウ) 資格・要件 

地域の産業に精通している者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切

に担うことができる者とする。 

このように、特定の資格要件は定めるものでないが、生涯現役社会の実現や市民活動への理解があ

り、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体や民間企業と連絡調整できる立場の者が望ましい。 

 

■介護保険施行規則の改正等 

（１）利用者の弾力化 

2021（令和 3）年４月から、介護予防・日常生活支援総合事業における、住民主体のサービス

を実施しているボランティア団体等に対する補助事業（B 型・D 型）について、要支援者等に加

えて、介護給付を受ける前から継続的に利用する要介護者（継続利用要介護者）の方々も対象と

なった。住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等が、補助を受けやすくなり、継

続利用要介護者の地域とのつながりを継続することを可能とするための見直しとされている。 
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（２）サービス単価の弾力化 

補助により実施される住民主体サービスにおいて、サービス提供実績が少なかったり変動した

りすると、補助額が予防給付を上回るのではないかという懸念から、補助額を低く抑える市町村

も散見される。サービス単価の弾力化によって、サービス調整のコーディネーター人件費等の固

定費を定額で補助すれば、活動団体は安定した活動ができるようになる。今後このような自治体

が増えることが予想される。 

 

●「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料（2021/3/9）」より p39 
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●「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料（2021/3/9）」より p40 
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●「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料（2021/3/9）」より p42～p43 
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■社会福祉法の一部改正による「重層的支援体制整備事業」の創設 

2020（令和 2）年 6月に社会福祉法の一部改正が行われ、「重層的支援体制整備事業」が

創設された（2021年 4月 1日施行）。市町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニ

ーズに対応する断らない包括的な支援体制を整備するため、①相談支援、②参加支援事業、

③地域づくり事業を一体的に実施する事業。 

実施を希望する市町村の手上げに基づく任意事業で、制度別に設けられた各種支援を一体

的に実施することにより分野ごとに行われていた補助を一体的に執行できる重層的支援体制

整備事業交付金が交付される。 

●「令和２年度 地域共生社会の実現に向けた市町村における包括的な支援体制の整備に関す

る全国担当者会議」資料１より p28,p30 

 


	あり方210413.pdfから挿入したしおり
	バインダー1
	あり方
	バインダー1
	バインダー
	2_410（PtoC校正）v2_0413_20
	バインダー1
	あり方210412
	bainda.pdf
	あり方210412
	あり方
	バインダー1
	STS-booklet_cover~0407
	STS-booklet_CT~0407
	STS-booklet_S-cover.pdf
	STS-booklet_S-cover2.pdf
	STS-booklet_S-cover3.pdf
	STS-booklet_cover4.pdf

	0_0412（目次のみ）
	1_410（PtoC校正）v2_0412
	空白ページ
	空白ページ





	5_0410



	4_0410_重層的支援体制整備事業を修正（PtoC校正）v2_0413_1-18


	4_0410_重層的支援体制整備事業を修正（PtoC校正）v2_0413_1-8-9


